
 

診療報酬改定等に伴う記録条件仕様の変更等について 

 

診療報酬改定に伴う変更等を想定している事項 

中央社会保険医療協議会資料（以下「中医協資料」という。）に記載された内容について、

次のとおりオンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）（以下「記

録条件仕様」という。）の変更があることを想定しております。 

   

理由 
対象となる箇所 

内容 資料 
レコード 対象項目 

令和 6年 

2月 14日 

中医協資料 

「答申につ

いて」の内容

より 

未定 未定 

薬剤料に 100 分の 90 の減額規定が新

設されたことから、薬剤料逓減（90/100）

に係る記録条件仕様の変更を想定 

１－２ 

 

※ 今後発出される告示・通知及び記載要領の改正により、変更が生じる場合があります。 

変更が生じる場合や記録条件仕様の想定について追加等がある場合は、レセ電通信に

て随時掲載いたします。 

資料１－１ 

 


